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大月市西部農村環境改善センター条例（昭和53年大月市条例第39号）新旧対照表 

改正後 現行 

別表 

区分 

種別 

使用料 

午前（9時～正

午） 

午後（1時～5

時） 

夜間（6時～10

時） 

全日（午前9時

～午後10時） 

大会議室 円 

1,080 

円 

1,400 

円 

1,720 

円 

3,780 

会議室 540 700 860 1,900 

料理実習室 540 700 860 1,900 

備考 時間外使用料は、その都度市長が定める。 

別表 

区分 

種別 

使用料 

午前（9時～正

午） 

午後（1時～5

時） 

夜間（6時～10

時） 

全日（午前9時

～午後10時） 

大会議室 円 

1,050 

円 

1,350 

円 

1,670 

円 

3,670 

会議室 520 680 830 1,840 

料理実習室 520 680 830 1,840 

備考 時間外使用料は、その都度市長が定める。 

 


